
仕　様　書　

医療カート、ナーステーブル等 購入

玉城町国民健康保険　玉城病院



1 導入計画物品および数量

1) 品名及び数量

① ナーステーブル ２台

② 医療カート　ワイヤレス充電タイプ １２台

③ 医療カート ６台

④ グローブボックスホルダー １８台

⑤ ブラケット １８台

⑥ バーコードリーダーホルダー １８台

2)

・ 別紙「仕様書 性能、機能に関する要件」のとおり

3)

・ 令和　８　年　３　月 ２５  日 （水）

4） 納入場所 

・ 三重県度会郡玉城町佐田８８１番地

・ 玉城町国民健康保険 玉城病院

５） 運用、保証期間

① 設置場所の担当職員に対し、設置後に本物品の操作方法並びにメンテナンス等

の講習を行うこと。また、物品の使用に関しての問い合わせ、メンテナンスや

修理には迅速に対応すること。

② 通常使用で発生した故障の修理及び定期的保守点検を実施できる体制であること。

③ 納入検査確認後，１年間は通常使用により故障した場合，無償修理に応じること。

④ 必要な消耗品及び故障時に必要な交換部品については、安定供給が確保

されていること。

⑤ 運搬、搬入、据付、調整費用等に有する費用は入札者の負担とする。

６） 設置場所及び撤去、搬入、据付調整

・ 設置場所及び撤去・搬入・据付調整については、玉城町国民健康保険 玉城病院の

指示に従い、設置場所職員と事前に連絡を取り、担当課の指示に従っておこなう

ものとし、動作可能な状態にして納入すること。

内訳・要件等

納入期日



・ 入札後実際の納入期日までにモデルチェンジ等により，対象物品を納入することが

できなくなった場合には，病院側と協議のうえ後継機種を納入すること。

・ 取扱説明に関する教育訓練は，当院が指定する日時，場所で行うこと。

７） 参考機種

・ 別紙「仕様書 性能、機能に関する要件」のとおり

同等機種を認めるが、仕様を満たすことが判断できるカタログ等の資料を、令和

７年１２月１１日までに提出し、玉城町国民健康保険 玉城病院の承認を得ること。

８）

① 受注者は、業務の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等

（以下暴力団等という。）による不当介入を受けたときは、次の義務を負うもの

とします。

ア　断固として不当介入を拒否すること。

イ　警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。

ウ　発注者に報告すること。

エ　業務の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等

　　に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、発注者と協議を行うこと。

② 受注者が①のイ又はウの義務を怠ったときは、三重県の締結する物件関係契約から

要綱に基づく落札資格停止等の措置を講じます。

その他

の暴力団等排除要綱第7条の規定により三重県病院事業庁物件関係落札資格停止






